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発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額

を合算した金額

 9,058,500,000円

（注）行使価額が修正又は調整された場合には、発行価額の総額に新株

予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額

は増加又は減少する。

また、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社

が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の行使に

際して払い込むべき金額の合計額は減少する。

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行新株予約権証券】

（１）【募集の条件】

発行数 250,000個

発行価額の総額 金33,500,000円

発行価格 金134円

申込手数料 該当事項なし

申込単位 １個

申込期間 2018年６月19日

申込証拠金 該当事項なし

申込取扱場所
株式会社ＪＶＣケンウッド　財務部

神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

払込期日 2018年６月19日

割当日 2018年６月19日

払込取扱場所
株式会社りそな銀行　東京営業部

東京都文京区後楽二丁目５番１号

　（注）１　本新株予約権については、2018年５月31日開催の当社取締役会において発行を決議している。

２　申込方法は、申込期間内に上記申込取扱場所に申込みをすることとする。

３　払込方法は、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとする。

４　本新株予約権の募集は第三者割当の方法による。

５　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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（２）【新株予約権の内容等】

当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等の

特質

１　本新株予約権の目的となる株式の総数は25,000,000株、交付株式数（別記「新株予約権

の目的となる株式の数」欄第１項に定義する。以下同じ。）は100株で確定しており、

株価の上昇又は下落により行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第１項

に定義する。以下同じ。）が修正されても変化しない（ただし、別記「新株予約権の目

的となる株式の数」欄に記載のとおり、交付株式数は、調整されることがある。）。な

お、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権の行使による

資金調達の額は増加又は減少する。

 ２　本新株予約権の行使価額の修正基準：本新株予約権の行使価額は、2018年６月20日以

降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取

引所（以下「東証」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（以下「東証終

値」という。）（同日に終値がない場合には、その直前の終値とする。以下同じ。）の

92％に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額が、当該行使請求の通知が行

われた日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該行

使請求の通知が行われた日以降、当該金額に修正される。

 ３　行使価額の修正頻度：行使の際に本欄第２項に記載の条件に該当する都度、修正され

る。

 ４　行使価額の下限：本新株予約権の行使価額の下限（下限行使価額）は、2018年５月31日

（以下「発行決議日」という。）の東証終値の80％に相当する289円である（別記「新

株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(1)号を参照）。

 ５　交付株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は25,000,000株（発行決議日

現在の発行済株式数に対する割合は17.99％）、交付株式数は100株で確定している。

 ６　本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（本欄第４項に記載の行使価額

の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額）：7,258,500,000円（た

だし、本新株予約権の全部又は一部が行使されない可能性がある。）

 ７　本新株予約権には、当社の決定により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする

条項が設けられている（詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」

欄を参照）。

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式

当社普通株式の内容は、完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準

となる株式

 単元株式数100株

新株予約権の目的となる

株式の数

１　本新株予約権の目的である株式の総数は25,000,000株とする（本新株予約権１個あたり

の目的である株式の数（以下「交付株式数」という。）は、100株とする。）。ただ

し、本欄第２項乃至第５項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目

的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

 ２　当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項の規定に従って行使価額の調整

を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。

 
 

調整後交付株式数＝
調整前交付株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

 上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の

払込金額」欄第４項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 ３　前項の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

 ４　調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金

額」欄第４項第(2)号、第(4)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定め

る調整後行使価額を適用する日と同日とする。

 ５　交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事

由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株

予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に通知する。ただし、

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前

日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行

う。
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新株予約権の行使時の払

込金額

１　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権１個の行使に際

して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式１株あたりの金銭

の額（以下「行使価額」という。）に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果１

円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

 ２　行使価額は、当初361円（発行決議日の東証終値）とする。ただし、行使価額は、本欄

第３項又は第４項に従い、修正又は調整されることがある。

 ３　行使価額の修正

 (1）2018年６月20日以降、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取

扱場所」欄第４項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日

（以下「修正日」という。）の直前取引日の東証終値（同日に終値がない場合には、

その直前の終値）の92％に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額（以下

「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回

る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正さ

れる（修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。）。

 ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が289円（ただし、本欄第４項第(1)号乃

至第(5)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。）を下回る場合に

は、修正後行使価額は下限行使価額とする。

 (2）前号により行使価額が修正される場合には、当社は、別記「新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第４項第(2)号に定める払込みの際に、本

新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。

 ４　行使価額の調整

 (1）当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数

に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下

「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

 
 

    
既発行普通株式数＋

交付普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

 (2）行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使

価額の適用時期については、次に定めるところによる。

 ①　時価（本項第(3)号②に定義する。以下同じ。）を下回る払込金額をもって当社普

通株式を交付する場合（ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株

式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の

取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利の転換、交換

又は行使による場合を除く。）

 調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込

期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以下「当社

普通株主」という。）に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、

その日の翌日以降、これを適用する。

 ②　当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合

 調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社

普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普

通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための

基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価（本項第(3)号

⑤に定義する。以下同じ。）をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発

行する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は時価を下回る対価をもって当社普

通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）
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 調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」と

いう。）の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることと

なる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使

価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日

以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるため

の基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

 上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が

取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額

は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の

確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通

株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を

準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

 ④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を

交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）（以下「取得条項付株式等」という。）に関して当

該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付

が行われた後の完全希薄化後普通株式数（本項第(3)号⑥に定義する。以下同

じ。）が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数（本項第(3)号③に定義する。

以下同じ。）を超えるときに限り、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使

価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出する

ものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整

は行わないものとする。

 ⑤　取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株あたりの対価（本⑤にお

いて「取得価額等」という。）の下方修正等が行われ（本号又は本項第(4)号と類

似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等が行われた後

の当該取得価額等が当該修正が行われる日（以下「取得価額等修正日」という。）

における時価を下回る価額になる場合

 （ⅰ）当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修

正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存す

る取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は

行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整

式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものと

し、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

 （ⅱ）当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が

取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得

請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使さ

れ当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数

が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調

整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」

とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日

の翌日以降これを適用する。なお、１か月間に複数回の取得価額等の修正が行

われる場合には、調整後行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も

低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末

日の翌日以降これを適用する。
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 ⑥　本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるため

の基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は

取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかか

わらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものと

する。

 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新

株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式

を交付するものとする。ただし、株式の交付については別記（注）７(2)の規定を

準用する。

 
 

株式数＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により当該期間
内に交付された株式数

調整後行使価額
 

 この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。

 ⑦　本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合にお

ける調整後行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する

証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。

 (3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２

位を切り捨てる。

 ②　行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後行使価額を適用す

る日（ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取

引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日

数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を切り捨てる。

 ③　行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通株

主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、ま

た当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の１か月前

の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通

株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交

付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株

式の株式数を加えるものとする。

 ④　当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普

通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普

通株式の数を含まないものとする。

 ⑤　本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(2)号③に

おける新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、その

行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得又は行使

に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産（当社普

通株式を除く。）の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される

当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価

を行使価額調整式における１株あたりの払込金額とする。
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 ⑥　本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用す

る日の１か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社

の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)（本項第(2)号④においては）当該行使価

額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた

当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（ただし、当該行

使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされ

た当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び

当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式

数を加え、また(ⅱ)（本項第(2)号⑤においては）当該行使価額の調整前に、本項

第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち

未だ交付されていない当社普通株式の株式数（ただし、当該行使価額の調整前に、

当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式の

うち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び取得価額等修正日

に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、

交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるも

のとする。

 (4）本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割

による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交

換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要と

するとき。

 ②　当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要と

するとき。

 ③　その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額

の調整を必要とするとき。

 ④　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後

行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する

必要があるとき。

 (5）本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本

欄第３項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の

調整を行う。ただし、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うもの

とする。

 (6）本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書

面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日

その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑥の場合その

他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみ

やかにこれを行う。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

金9,058,500,000円

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項又は第４項により、行使価額が修正又は調

整された場合には、上記金額は増加又は減少する。また、本新株予約権の行使期間内に全部

又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上

記金額は減少する。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、当該行使請求に係

る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る

本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した

額とする。

 ２　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額と

し、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増

加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とす

る。
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新株予約権の行使期間 2018年６月20日から2021年６月18日までの期間（以下「行使可能期間」という。）とする。

ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日（株式会社証券保管

振替機構（以下「機構」という。）の休業日等でない日をいう。）並びに機構が必要である

と認めた日については、行使請求をすることができないものとする。

新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１　新株予約権の行使請求受付場所

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

２　新株予約権の行使請求取次場所

 該当事項なし

 ３　新株予約権の行使に関する払込取扱場所

 株式会社りそな銀行　東京営業部

 ４　新株予約権の行使請求及び払込みの方法

 (1）本新株予約権の行使請求は、機構又は口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法

律（以下「社債等振替法」という。）第２条第４項に定める口座管理機関をいう。以

下同じ。）に対し行使請求に要する手続きを行い、行使可能期間中に機構により行使

請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。

 (2）本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求に要する手続きとともに、本新株予約

権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金

にて本欄第３項に定める新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口

座に払い込むものとする。

 (3）本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

１　当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（当該取締役会後15取引日を超えな

い日に定められるものとする。）を別に定めた場合には、当該取得日において、残存す

る本新株予約権の全部を取得する。当社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当

該本新株予約権の新株予約権者に対して、本新株予約権１個あたり払込金額と同額を交

付する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

２　当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式

移転（以下「組織再編行為」という。）につき当社株主総会で承認決議した場合、当該

組織再編行為の効力発生日以前に、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本

新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権１個あたり払込金額と同額を交付し

て、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却す

るものとする。

 ３　当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘

柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場

廃止が決定した日から２週間後の日（機構の休業日等である場合には、その翌営業日と

する。）に、本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に

対して本新株予約権１個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全

部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

 ４　本欄第１項及び第２項により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役会

で定める取得日の２週間前までに、当該取得日を、本新株予約権者に通知する。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

該当事項なし

代用払込みに関する事項 該当事項なし

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項なし

　（注）１　本新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）の発行により資金の調達をしようとする理由

(1）資金調達の主な目的

当社グループは、企業ビジョンである「感動と安心を世界の人々へ」の下、企業が持続的な発展を遂げる

ためには、あらゆるステークホルダー（関係者）の期待に応えるべく、社会から信頼され、社会に貢献し

続けることが重要と考えております。このため、当社グループは、事業活動を通じたサステナビリティ活

動の推進を重視しており、さまざまな社会的課題を解決する商品やサービスを生み出し続けると同時に、

当社が関わる全てのステークホルダーと深く信頼関係を築きあげながら、事業を通じた社会的課題の解決

に貢献することで、持続可能（サステナブル）な成長と企業価値の向上を常に図り、持続可能（サステナ

ブル）な社会の発展への貢献を目指しています。
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現在、当社グループは、中長期経営計画「2020年ビジョン」（以下「2020年ビジョン」という。）におい

て2021年３月期に向けた長期ビジョンとして、顧客の課題解決に注力する「顧客価値創造企業への進化」

を掲げています。「2020年ビジョン」実現のため、従来からの「製品販売からソリューションの提供

へ」、「販売会社から運営会社へ」及び「自前主義からオープン化へ」の３つの取り組みに加え、「知的

財産を活用した「技術立脚型企業」への発展」、「ブランド価値向上への取り組み」及び「事業活動を通

じた社会問題解決への取り組み」の３つを新たに追加し注力しています。また、投資計画については、

「成長する」領域へ投資を行ってきた結果、オートモーティブ分野において2016年３月期には７億円で

あった営業利益を2017年３月期には22億円、2018年３月期には81億円へと増加させる大きな成果をあげて

おり、今後はパブリックサービス分野とメディアサービス分野についてもバランスのとれた投資を行うこ

とで全社収益の安定化とさらなる成長を目指す考えです。これらの今後のさらなる成長に必要な資金につ

いては、将来の金利上昇への備えとなり、かつ、財務基盤の強化と負債調達余力の拡大に資するエクイ

ティ性のファイナンスをこの時期に実施することが「2020年ビジョン」の実現に重要と判断いたしまし

た。

①　オートモーティブ分野

当社グループは、車載機器のデジタル化が進展することで今後の成長が期待される次世代デジタル

コックピットシステムの開発に取り組んできました。当社が長年培った「映像」、「音響」及び「通

信」の技術に加え、この開発プロセスで獲得した技術・ノウハウや顧客接点を生かし、特に今後の自

動車のＥＶ（Electric Vehicle：電気自動車）化、自動運転化及びコネクテッド（インターネットへ

の常時接続）化に伴って需要拡大が見込まれるドライブレコーダーや車載カメラなどの車載光学関連

領域を強化しています。

同時に、現在安定的に収益を生み出している当社連結子会社でイタリアの車載用部品事業会社のASK

Industries S.p.A.及び香港の車載ＡＶ機器用ＣＤ／ＤＶＤメカニズム製造・販売会社のJVCKENWOOD

Hong Kong Holdings Ltd.（旧 Shinwa International Holdings Ltd.）により、北米・中国市場など

における事業拡大や顧客基盤の強化を図っています。

以上を実現するため、積極的に投資を行うことにより、オートモーティブ分野全体の成長を目指して

まいります。

②　パブリックサービス分野

無線システム事業は、セーフティ領域において、無線端末の販売中心の事業運営から業務用無線イン

フラのブロードバンド化を見越したＩＰ（Internet Protocol）無線を含むトータルソリューション

事業へ転換するための投資を強化しています。足元では、当社連結子会社で米国の無線システム事業

会社のZetron, Inc.及びEF Johnson Technologies, Inc.との連携を強化するとともに、新市場開拓

のための人材強化を推進しており、当社にとって新市場である公共セクターにおけるシステム案件受

注などの成果が現れ始めました。

また、当社は、2017年３月に業務用ＬＴＥ（Long Term Evolution）スマートフォンシステムにおい

て業界を牽引する米国のSonim Technologies, Inc.と資本業務提携を締結し、無線システムのＩＰ

化、ソリューション化へ必要な要素技術を獲得しました。さらに、2018年１月にはＤＭＲ（Digital

Mobile Radio：デジタル無線の国際規格の一つ）に対応した中継器などの開発・販売を手掛けるイタ

リアのRadio Activity S.r.l.を連結子会社化することで、成長するＤＭＲ市場への対応を強化しま

した。今後も事業拡大へ必要な技術と顧客基盤の獲得のため、Ｍ＆Ａや他社とのパートナーシップな

どへ積極的に取り組んでまいります。

ヘルスケア事業は、医用モニター単体販売から医用映像・情報ソリューション領域への事業拡大を目

指し、ＯＲ（Operating Room：手術室）映像システムソリューションを手掛けるドイツのRein

Medical GmbHを連結子会社化することにより、同市場への参入及び事業化を推進しています。また、

Blu-rayディスク製造で培った微細加工技術を活用した、がんなどの早期発見が可能となる血液診断

ソリューション及び映像技術を活用した社会性発達評価の早期実施に有用なソリューションなど、外

部の研究機関やパートナー企業との共同開発により新たな領域への挑戦を推進しています。今後は、

Ｍ＆Ａを含む継続的な投資を行い、事業化を推進するとともに、事業を通じた社会問題解決へ取り組

んでまいります。

当社連結子会社で業務用システム事業を手掛けるＪＶＣケンウッド・公共産業システム（以下

「JKPI」という。）は、販売からシステム提案、設計・施工、保守・管理までワンストップで提供で

きる事業体制を構築し、組織と人材の最適化により、顧客価値創造へとつながる提案力・技術力・エ

ンジニアリング力強化を推進しています。また、ヘルスケア事業におけるＯＲ映像システムソリュー

ション市場進出に関しても、JKPIが保有する顧客基盤及びサービス体制を共有し、当社グループ全体

で新たなソリューション市場の開拓へも取り組んでまいります。
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③　メディアサービス分野

メディアサービス分野において、B to C領域は、厳しい事業環境が続いていますが、2017年３月に個

人の音響特性の測定に基づく音場処理を行うことにより、ヘッドフォン再生においてリスニングルー

ムのスピーカー音場と定位を再現する頭外定位音場処理技術「EXOFIELD（エクソフィールド）」を開

発し、新生Victor（ビクター）ブランドの第一弾商品として発売しました。また、新生Victor（ビク

ター）ブランドを含め、JVC及びKENWOODの３つの特徴あるブランドの個性を前面に打ち出し、ライフ

スタイルに溶け込む製品群の開発を推進するとともに、Ｍ＆Ａや他社との提携も視野に入れ、「ヘッ

ドフォンを中心としたウェアラブル端末」、「ストリーミング関連機器」及び「快適な音場空間を実

現するシステム」をあらゆる側面から追求してまいります。

B to B領域では、８Ｋ／４ＫやＨＤＲ（High Dynamic Range）、ＶＲ（Virtual Reality：仮想現

実）／ＡＲ（Augmented Reality：拡張現実）などの技術トレンドにおいて、他社にない映像ソ

リューションを創出してまいります。プロジェクターでは、圧倒的な高画質と顧客保有機器と連携す

るシステム提供により、シミュレーターをはじめとする顧客ニーズへの対応に加え、拡大するスポー

ツ関連市場に対しても、映像技術を中心にユニークなサービスやシステムの提供を拡充してまいりま

す。

映像デバイス領域では、高解像度プロジェクター用に自社開発した高性能ＬＣＯＳ（Liquid Crystal

on Silicon）素子を当社プロジェクターに搭載していますが、2017年度から同技術を光通信スイッチ

用として外販を開始し、今後、通信素子事業として拡大してまいります。

エンタテインメント事業は、音源ビジネスの強化に加え、映画やゲームなどのコンテンツの拡充及び

マネジメント、ライブ・イベント、マーチャンダイジングなどの周辺事業の拡大を図り、総合エンタ

テインメント事業への転換をさらに進めてまいります。

なお、今回のエクイティ・ファイナンスにおける具体的な資金使途及び支出予定時期につきましては、下

記「２　新規発行による手取金の使途　（２）手取金の使途」に記載しております。

(2）本新株予約権の商品性

①　本新株予約権の構成

・本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は100株と固定されており、本新株予約権の目的となる

株式の総数は25,000,000株です。

・本新株予約権者はその裁量により本新株予約権を行使することができます。ただし、下記②及び③に記

載のとおり、当社と割当予定先である野村證券株式会社（以下「割当予定先」という。）との間で締結

予定の買取契約の規定により当社が行使指定（下記②に定義する。）又は停止指定（下記③に定義す

る。以下同じ。）を行うことができますので、当社の裁量により、割当予定先に対して一定数量の範囲

内での行使を義務づける、又は行使を行わせないようにすることが可能となります。

・本新株予約権の行使価額は、当初361円（発行決議日の東証終値）ですが、本新株予約権の各行使請求

の通知が行われた日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の東証終値の92％に相当する価額に修正

されます。ただし、行使価額の下限（下限行使価額）は289円（発行決議日の東証終値の80％の水準）

であり、修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額が修正後の行使価額

となります。

・本新株予約権の行使可能期間は、割当日の翌取引日以降約３年間（2018年６月20日から2021年６月18日

まで）であります。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日並びに機構

が必要であると認めた日については、行使請求をすることができません。

本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約において、

主に下記②乃至④の内容について合意する予定です。

②　当社による行使指定

・割当日の翌取引日以降、2021年５月21日までの間において、当社の判断により、当社は割当予定先に対

して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定（以下「行使指定」とい

う。）することができます。

・行使指定に際しては、その決定を行う日（以下「行使指定日」という。）において、以下の要件を満た

すことが前提となります。

（ⅰ）東証終値が下限行使価額の120％に相当する金額を下回っていないこと

（ⅱ）前回の行使指定日から20取引日以上の間隔が空いていること

（ⅲ）当社が、未公表の重要事実を認識していないこと

（ⅳ）当社株価に重大な影響を及ぼす事実の開示を行った日及びその翌取引日でないこと

（ⅴ）停止指定が行われていないこと

（ⅵ）東証における当社普通株式の普通取引が東証の定める株券の呼値の制限値幅の上限に達し（ス

トップ高）又は下限に達した（ストップ安）まま終了していないこと
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・当社が行使指定を行った場合、割当予定先は、原則として、行使指定日の翌取引日から20取引日以内

（以下「指定行使期間」という。）に指定された数の本新株予約権を行使する義務を負います。

・一度に行使指定可能な本新株予約権の数には限度があり、本新株予約権の行使により交付されることと

なる当社株式の数が、行使指定日の直前取引日までの20取引日又は60取引日における当社株式の１日あ

たり平均出来高のいずれか少ない方に２を乗じて得られる数と13,900,020株（発行決議日現在の発行済

株式数の10％に相当する株数）のいずれか小さい方を超えないように指定する必要があります。

・ただし、行使指定後、当該行使指定に係る指定行使期間中に東証終値が下限行使価額を下回った場合に

は、以後、当該行使指定の効力は失われます。

・当社は、行使指定を行う際にはその旨をプレスリリースにて開示いたします。

③　当社による停止指定

・当社は、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間（以下「停止指定期

間」という。）として、2018年６月22日から2021年５月18日までの間の任意の期間を指定（以下「停止

指定」という。）することができます。停止指定を行う場合には、当社は、2018年６月20日から2021年

５月14日までの間において停止指定を決定し、当該決定をした日に、停止指定を行う旨及び停止指定期

間を割当予定先に通知いたします。ただし、上記②の行使指定を受けて割当予定先が行使義務を負って

いる本新株予約権の行使を妨げるような停止指定を行うことはできません。なお、上記の停止指定期間

については、停止指定を行った旨をプレスリリースにより開示した日の２取引日以後に開始する期間を

定めるものとします。

・なお、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取消すことができます。

・停止指定を行う際には、停止指定を行った旨及び停止指定期間を、また停止指定を取消す際にはその旨

をプレスリリースにて開示いたします。

④　割当予定先による本新株予約権の取得の請求

割当予定先は、(ⅰ)2018年６月20日以降、2021年５月18日までの間のいずれかの５連続取引日の東証終

値の全てが下限行使価額を下回った場合、(ⅱ)2021年５月19日以降2021年５月28日までの期間、(ⅲ)当

社が吸収分割若しくは新設分割につき当社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取締役会）

で承認決議した後、当該吸収分割若しくは新設分割の効力発生日の15取引日前までの期間、又は(ⅳ)当

社と割当予定先との間で締結予定の買取契約に定める当社の表明及び保証に虚偽があった場合等一定の

場合、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がな

された場合、当社は、本新株予約権の要項に従い、新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことに

より本新株予約権を取得します。

(3）本新株予約権を選択した理由

数あるエクイティ・ファイナンス手法の中から資金調達手法を選択するにあたり、当社は、既存株主の利

益に充分配慮するため、株価への影響の軽減や過度な希薄化の抑制が可能となる仕組みが備わっているか

どうかを最も重視いたしました。

その結果、以下に記載した本新株予約権の特徴を踏まえ、当社は、本新株予約権が当社のニーズを充足し

得る現時点での最良の選択肢であると判断し、その発行を決議いたしました。

（本新株予約権の主な特徴）

＜当社のニーズに応じた特徴＞

①　約３年間にわたり発生する資金調達ニーズへの柔軟な対応が可能なこと

・今般の資金調達における調達資金の支出時期は、下記「２　新規発行による手取金の使途　

（２）手取金の使途」に記載のとおり、約３年間にわたります。本新株予約権は、発行後の株価

の状況や当社の資金調達ニーズが高まるタイミングを考慮し、行使指定や停止指定を行うことを

通じて、臨機応変に資金調達を実現することが可能な設計になっております。

②　過度な希薄化の抑制が可能なこと

・本新株予約権は、潜在株式数が25,000,000株（発行決議日現在の発行済株式数139,000,201株の

17.99％）と一定であり、株式価値の希薄化が限定されております。

・本新株予約権者がその裁量により本新株予約権を行使することができるため、当社が行使指定を

行わずとも株価が下限行使価額を上回る水準では行使が進むことが期待される一方、当社は、当

社株価動向等を勘案して停止指定を行うことによって、本新株予約権の行使が行われないように

することができます。
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③　株価への影響の軽減が可能なこと

以下の仕組みにより、株価への影響の軽減が可能となると考えております。

・行使価額は各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の東証終値を基準として修正される仕

組みとなっていることから、複数回による行使と行使価額の分散が期待されるため、当社株式

の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいこと

・下限行使価額が289円（発行決議日の東証終値の80％の水準）に設定されていること

・行使指定を行う際には、東証終値が347円（下限行使価額の120％の水準）以上である必要があ

り、また、本（注）１(2)②に記載のとおり、一度に行使指定可能な数量の範囲は行使指定直

前の一定期間の出来高等を基本として定められることとなっており、行使が発生する株価水準

や株式発行による需給悪化懸念に配慮した設計となっていること

④　資本政策の柔軟性が確保されていること

資本政策の変更が必要となった場合、当社の判断により、残存する本新株予約権の全部をいつで

も取得することができ、資本政策の柔軟性を確保できます。

＜本新株予約権の主な留意事項＞

本新株予約権には、主に、下記⑤乃至⑧に記載された留意事項がありますが、当社といたしまして

は、上記①乃至④に記載のメリットから得られる効果の方が大きいと考えております。

⑤　本新株予約権の下限行使価額は289円（発行決議日の東証終値の80％の水準）に設定されてお

り、株価水準によっては本新株予約権の行使による資金調達の全部又は一部ができない可能性が

あります。

⑥　株価の下落局面では、行使価額が下方修正されることにより、調達額が予定額を下回る可能性が

あります。ただし、行使価額は下限行使価額を下回ることはありません。

⑦　当社の株式の流動性が減少した場合には、調達完了までに時間がかかる可能性があります。

⑧　本新株予約権発行後、東証終値が５取引日連続して下限行使価額を下回った場合等には、割当予

定先が当社に対して本新株予約権の取得を請求する場合があります。

（他の資金調達方法と比較した場合の本新株予約権の特徴）

⑨　公募増資等により一度に全株を発行すると、一時に資金を調達できる反面、１株あたりの利益の

希薄化も一時に発生するため株価への影響が大きくなるおそれがあると考えられます。

社債、借入れによる資金調達は、一時に資金を調達できる反面、調達金額が負債となるため財務

健全性指標は低下いたします。

本新株予約権においては、上記③に記載のとおり、行使の分散、下限行使価額の設定等の仕組み

により株価への影響の軽減が期待されます。また、調達金額は資本となるため、財務健全性指標

は上昇いたします。一方、当社株式の株価・流動性の動向次第では、実際の調達金額が当初の予

定を下回る可能性があります。

２　本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内

容

本新株予約権に関して、当社は、割当予定先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもっ

て締結予定の買取契約において、本（注）１(2)②乃至④に記載の内容以外に下記の内容について合意する

予定であります。

＜割当予定先による行使制限措置＞

①　当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同規程施行規則第436条第１項乃至第５項

の定めに基づき、ＭＳＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証

券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除

き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株

式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10％を超えることとなる場合の、当該

10％を超える部分に係る新株予約権の行使（以下「制限超過行使」という。）を割当予定先に行わせ

ない。

②　割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株

予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、

本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。

３　当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

本新株予約権に関して、割当予定先は本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数

量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。

４　当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取

決めの内容

該当事項はありません。
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５　その他投資者の保護を図るため必要な事項

割当予定先は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合に

は、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。その場合には、割当予定先は、あら

かじめ譲受人となる者に対して、当社との間で本（注）２①及び②の内容等について約させ、また譲受人と

なる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させるものとします。ただし、割

当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。

６　振替新株予約権

本新株予約権は、その全部について社債等振替法第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受ける

こととする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第２項に定める場合を除き、新株予約権証

券を発行することができません。

７　本新株予約権行使の効力発生時期等

(1）本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が別記「新株予約権の行使請求の受付場

所、取次場所及び払込取扱場所」欄に記載の行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額の全額が払込取扱場所の当社の指定する口座に入金された日に発生します。

(2）当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日の３銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は自

己株式の当社名義からの振替によって株式を交付します。

８　単元株式数の定めの廃止等に伴う取扱い

当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、本新株予約権の要項の規定中読み替えその他の措置が必要とな

る場合には、当社は必要な措置を講じます。

 

（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項なし

 

２【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

9,058,500,000 10,000,000 9,048,500,000

　（注）１　払込金額の総額は、発行価額の総額に、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金

額であります。

２　払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額（発行決議日の東証終値）で行使されたと仮定し

て算出した金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金

額の合計額は増加又は減少します。また、新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合

及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額

及び発行諸費用の概算額は減少します。

３　発行諸費用の概算額は、弁護士費用、新株予約権の価値評価費用及びその他事務費用（有価証券届出書作成

費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記費用等）の合計であります。

４　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
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（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額9,048,500,000円につきましては、前記「１　新規発行新株予約権証券　（２）新株予

約権の内容等　（注）１(1）」に記載しておりますとおり、顧客課題の解決を当社固有技術の進化発展はもと

より、Ｍ＆Ａや他社との連携、提携も視野に入れて「2020年ビジョン」の実現を果たすため、以下のとおり各

分野の開発・事業投資にバランスよく充当する予定です。

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　オートモーティブ分野における次世代光学ソリューションの開

発投資及び市場開発投資
2,548 2018年６月～2021年６月

②　パブリックサービス分野における業務用無線システム及びヘル

スケア事業への投資（事業提携及びＭ＆Ａ等）
3,500 2018年６月～2021年６月

③　メディアサービス分野における映像ソリューション領域の強化

等の事業投資
3,000 2018年６月～2021年６月

合計 9,048 ―

　（注）１　本新株予約権の行使状況又は行使時における株価推移により想定どおりの資金調達ができなかった場合に

は、別途金融機関からの借入等の資金調達も検討する予定であります。なお、本新株予約権の行使時におけ

る株価推移により上記の使途に充当する支出予定金額を上回って資金調達ができた場合には、当該調達金額

は原則として①、②及び③のＭ＆Ａ、資本業務提携投資に充当する予定であります。ただし、当該時点にお

いてＭ＆Ａ、資本業務提携投資の具体的検討を行っておらず、又はこれらの案件の実施に時間を要すると判

断した場合、引続きＭ＆Ａ、資本業務提携投資先の検討を続けた上で上記支出予定時期以降においてＭ＆

Ａ、資本業務提携投資に充当するか、又はオートモーティブ分野、パブリックサービス分野及びメディア

サービス分野への開発投資に充当いたします。なお、資金使途に変更が生じた場合には、すみやかにその旨

を開示いたします。

２　当社は、本新株予約権の払込み及び行使により調達した資金をすみやかに支出する計画でありますが、支出

実行までに時間を要する場合には銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。

３　上記具体的な使途につき、優先順位はございません。支出時期の早いものより充当する予定であります。

 

①　オートモーティブ分野における次世代光学ソリューションの開発投資及び市場開発投資について

当社は、ドライブレコーダーを中心とした車載光学関連事業において、アフターマーケット及び純正事業に

おいて市場シェアの拡大を続けております。今後、特に発展が見込まれる自動車のＥＶ化、自動運転化及び

コネクテッド化に伴って需要拡大が見込まれるドライブレコーダー及び光学デバイスに関する設備投資や研

究開発に関するソフトウェア開発等の投資を進めます。同時に販路として有望である日本を含めた先進国及

び発展著しい中国等の市場開拓を進めるため、事業提携やオープンイノベーションの推進を進めてまいりま

す。これらの投資に総額25億円程度を充当することを予定しております。

 

②　パブリックサービス分野における業務用無線システム及びヘルスケア事業への投資（事業提携及びＭ＆Ａ

等）について

当社は、業務用無線システムのブロードバンド化を推進し、事業拡大へ必要な技術と顧客基盤の獲得のた

め、Ｍ＆Ａや他社とのパートナーシップなどへ積極的に取り組み、無線システム事業における多数のプロト

コルへの対応、更には広範囲なソリューションをシステムとして開発するため、事業提携やＭ＆Ａ等の事業

投資を行ってまいります。

また、ヘルスケア事業において、医用映像・情報ソリューション領域への事業拡大及び血液診断や社会性発

達評価の早期実施に有用なソリューションなどの開発に向け、Ｍ＆Ａを含む継続的な投資を行ってまいりま

す。これらの投資に総額35億円程度を充当することを予定しております。

 

③　メディアサービス分野における映像ソリューション領域の強化等の事業投資について

当社は、８Ｋ／４ＫやＨＤＲ、ＶＲ／ＡＲなどの技術トレンドにおいて、他社にない映像ソリューションを

創出するため、圧倒的な高画質を誇るプロジェクターと顧客保有機器を連携させたシステムを提供すること

によるシミュレーターをはじめとする顧客ニーズへの対応に加え、拡大するスポーツ関連市場に対しても、

映像技術を中心にユニークなサービスやシステムの提供を拡充するための研究開発、事業提携やＭ＆Ａ等の

事業投資を行ってまいります。また、新生Victor（ビクター）ブランドを含め、JVC及びKENWOODの３つの特

徴あるブランドの個性を前面に打ち出し、ライフスタイルに溶け込む製品群の開発を推進するとともに、

「ヘッドフォンを中心としたウェアラブル端末」、「ストリーミング関連機器」及び「快適な音場空間を実

現するシステム」を追求するための研究開発、事業提携やＭ＆Ａ等を行ってまいります。これらの投資に総

額30億円程度を充当することを予定しております。
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第２【売出要項】
　該当事項なし

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】

１【割当予定先の状況】

ａ．割当予定先の概要

名称 野村證券株式会社

本店の所在地 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

直近の有価証券報告書等の提出日

有価証券報告書　事業年度　第16期

（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

2017年６月26日関東財務局長に提出

半期報告書　事業年度　第17期中

（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

2017年11月14日関東財務局長に提出

 

ｂ．当社と割当予定先との間の関係

出資関係

当社が保有している割当予定先

の株式の数
－

割当予定先が保有している当社

の株式の数

（2018年３月31日現在）

51株

人事関係

当社と割当予定先との間には、記載すべき人事関係はありません。ま

た、当社の関係者及び関係会社と割当予定先の関係者及び関係会社の

間には、特筆すべき人事関係はありません。

資金関係 該当事項なし

技術又は取引等の関係 当社の主幹事証券会社であります。

 

ｃ．割当予定先の選定理由

　当社は、前記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権証券　（２）新株予約権の内容等　（注）１(3)」に

記載のとおり、野村證券株式会社が、株価や既存株主の利益に充分に配慮しながら必要資金を調達したいという当

社のニーズを充足し得るファイナンス手法として本新株予約権を提案したことに加え、同社が、①当社の主幹事証

券会社として良好な関係を築いてきたこと、②国内外に厚い投資家基盤を有しているため、当社株式に対する機関

投資家をはじめとする投資家の多様な需要に基づき、今回発行を予定している新株予約権の行使により交付する株

式の円滑な売却が期待されること、③同種のファイナンスにおいて豊富な実績を有しており、株価への影響や既存

株主の利益に配慮しつつ円滑な資金調達が期待できること等を総合的に勘案し、同社を割当予定先として選定いた

しました。

　なお、本新株予約権は、日本証券業協会会員である野村證券株式会社による買受けを予定するものであり、日本

証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものであります。

 

ｄ．割り当てようとする株式の数

　本新株予約権の目的である株式の総数は25,000,000株です（ただし、前記「第１　募集要項　１　新規発行新株

予約権証券　（２）新株予約権の内容等」の「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整される

ことがあります。）。

 

ｅ．株券等の保有方針

　割当予定先である野村證券株式会社は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本新株予約権を第三者

に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。一方で、野村證券株式会

社は、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社株式を原則として長期間保有する意思を有しておら

ず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する方針であることを口頭で確認しておりま

す。
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ｆ．払込みに要する資金等の状況

　当社は、割当予定先である野村證券株式会社が2017年11月14日付で関東財務局長宛に提出した第17期中半期報告

書の2017年９月30日における中間貸借対照表により、同社が本新株予約権の払込みに要する充分な現金・預金及び

その他の流動資産（現金・預金：1,157,438百万円、流動資産計：12,200,821百万円）を保有していることを確認

しております。

 

ｇ．割当予定先の実態

　割当予定先である野村證券株式会社の完全親会社である野村ホールディングス株式会社は、国内においては株式

会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に上場しており、また、同社グループのウェブサイト上で公表

されている野村グループ倫理規程において、「野村グループは、反社会的勢力又は団体との一切の取引を行わない

ものとする。」と公表しています。当社はその文面を入手し、当該文面の内容を確認しております。また、反社会

的勢力との関係遮断に関する組織的な対応を推進するための統括部署を設置し、反社会的勢力関連の情報の収集・

蓄積及び厳格な管理を行っていること等を、割当予定先である野村證券株式会社からヒアリングし確認しておりま

す。

　これらにより、当社は、割当予定先は反社会的勢力等の特定団体等との関係を有していないものと判断しており

ます。

 

２【株券等の譲渡制限】

　割当予定先は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社

取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。その場合には、割当予定先は、あらかじめ譲受人とな

る者に対して、当社との間で前記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権証券　（２）新株予約権の内容等　

（注）２①及び②」の内容等について約させ、また譲受人となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して

同様の内容等を約させるものとします。ただし、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者

に譲渡することを妨げません。

 

３【発行条件に関する事項】

（１）発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

　当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもっ

て締結予定の買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社

プルータス・コンサルティング（東京都千代田区霞が関三丁目２番５号　代表取締役ＣＥＯ　野口真人）（以下

「プルータス・コンサルティング」という。）に依頼いたしました。プルータス・コンサルティングは、権利行

使期間、権利行使価格、当社株式の株価、株価変動率、配当利回り及び無リスク利子率を勘案し、新株予約権の

価値評価で一般的に使用されているモンテカルロ・シミュレーションを用いて、本新株予約権の価値評価を実施

しております。価値評価にあたっては、主に①当社の取得条項（コール・オプション）については発動のタイミ

ングを定量的に決定することが困難であるため、下記③の場合を除き評価に織り込まないこと、②当社は資金調

達のために株価水準に留意しながら行使指定を行い、割当予定先は株価水準に留意しながら権利行使を行うこと

として、株価が下限行使価額を上回っている場合において、資金支出計画をもとに想定される支出期間（権利行

使可能な期間に限る。）にわたって一様に分散的な権利行使がされること、③株価が下限行使価額を５営業日連

続して下回った場合、割当予定先は当社に本新株予約権の取得を請求する旨の通知を行うこと等を想定しており

ます。当社は、当該評価を参考にして、本新株予約権１個あたりの払込金額を当該評価と同額となる金134円と

しました。当社は、前記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権証券　（２）新株予約権の内容等　（注）

１(2)」に記載した本新株予約権の特徴や内容、本新株予約権の行使価額の水準を勘案の上、本新株予約権の払

込金額は合理的であり、本新株予約権の発行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。さらに、当社監

査役４名全員（うち社外監査役２名）から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、以下の各点を確認

し、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は

認められないという趣旨の意見を得ております。

（ⅰ）本新株予約権の発行においては、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する知識・経験が必要であると

考えられ、プルータス・コンサルティングがかかる専門知識・経験を有すると認められること

（ⅱ）プルータス・コンサルティングと当社との間に資本関係はなく、また、同社は当社の会計監査を行ってい

るものでもないので、当社との継続的な契約関係が存在せず、当社経営陣から一定程度独立していると認め

られること

（ⅲ）当社取締役がそのようなプルータス・コンサルティングに対して本新株予約権の価値評価を依頼している

こと

（ⅳ）プルータス・コンサルティングから当社実務担当者及び監査役への具体的な説明が行われたうえで、評価

報告書が提出されていること
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（ⅴ）本新株予約権の発行に係る決議を行った取締役会において、プルータス・コンサルティングの評価報告書

を参考にしつつ当社実務担当者による具体的な説明を踏まえて検討が行われていること

（ⅵ）本新株予約権の発行プロセス及び発行条件についての考え方並びに新株予約権の発行に係る実務慣行につ

いて、当社法律顧問から当社の実務担当者に対して説明が行われており、かかる説明を踏まえた報告が実務

担当者から本新株予約権の発行を担当する取締役になされていること

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

　本新株予約権全てが行使された場合における交付株式数は最大25,000,000株（議決権250,000個相当）であ

り、発行決議日現在の当社発行済株式数139,000,201株（当社議決権総数1,386,471個）に対し最大17.99％（当

社議決権総数に対し最大18.03％）の希薄化が生じるものと認識しております。

　しかしながら、本新株予約権の発行により、今後の成長基盤の確立と中長期的な企業価値の向上を図れること

から、本新株予約権の発行は株主価値の向上に資する合理的なものであると考えております。

　また、①本新株予約権全てが行使された場合の最大交付株式数25,000,000株に対し、当社株式の過去６か月間

における１日あたり平均出来高は1,495,694株であり、一定の流動性を有していること、②本新株予約権は当社

の資金需要に応じて行使をコントロールすることが可能であり、かつ③当社の判断により任意に本新株予約権を

取得することが可能であることから、本新株予約権の行使により発行され得る株式数は市場に過度の影響を与え

る規模ではないものと考えております。

　これらを総合的に検討した結果、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　本新株予約権の発行は、①本新株予約権の行使により交付される普通株式に係る議決権数を発行決議日現在におけ

る当社の発行済株式数に係る議決権総数の25％未満としていること、②支配株主の異動を伴うものではないこと（本

新株予約権の全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）から、大規模

な第三者割当に該当しません。
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５【第三者割当後の大株主の状況】

　本新株予約権の行使により、大株主の状況が次のとおり変動する見込みであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合
（％）

割当後の所
有株式数
（株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合（％）

野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目９番

１号
51 0.00 25,000,051 15.28

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口９）

東京都中央区晴海一丁目８番11

号
6,975,800 5.03 6,975,800 4.26

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３

号
5,490,100 3.96 5,490,100 3.35

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11

号
5,091,800 3.67 5,091,800 3.11

株式会社デンソー
愛知県刈谷市昭和町一丁目１番

地
4,171,000 3.01 4,171,000 2.55

THE BANK OF NEW YORK MELLON

140044

（常任代理人　株式会社みずほ

銀行決済営業部）

225 LIBERTY STREET, NEW

YORK, NEW YORK, U.S.A.

（東京都港区港南二丁目15番１

号　品川インターシティＡ棟）

3,397,740 2.45 3,397,740 2.08

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口５）

東京都中央区晴海一丁目８番11

号
2,799,100 2.02 2,799,100 1.71

THE BANK OF NEW YORK MELLON

140040

（常任代理人　株式会社みずほ

銀行決済営業部）

225 LIBERTY STREET, NEW

YORK, NEW YORK, U.S.A.

（東京都港区港南二丁目15番１

号　品川インターシティＡ棟）

2,798,700 2.02 2,798,700 1.71

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

（常任代理人　ゴールドマン・

サックス証券株式会社）

133 FLEET STREET LONDON EC4A

2BB, UK

（東京都港区六本木六丁目10番

１号　六本木ヒルズ森タワー）

2,616,981 1.89 2,616,981 1.60

JPMC GOLDMAN SACHS TRUST

JASDEC LENDING ACCOUNT

（常任代理人　株式会社三菱東

京ＵＦＪ銀行）

GOLDMAN SACHS AND CO, 180

MAIDEN LANE, 37/90TH FLOOR,

NEW YORK, NY 10038 U.S.A.

（東京都千代田区丸の内二丁目

７番１号）

2,575,200 1.86 2,575,200 1.57

計 ― 35,916,472 25.90 60,916,472 37.22

　（注）１　「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」につきましては、2018年３月31日現在の株

主名簿に基づき記載しております。

２　大株主の「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出にあたっては、「2018年３月31日現在

の所有議決権数（野村證券株式会社については当該議決権数に本新株予約権の行使により交付されることと

なる株式数の上限である25,000,000株に係る議決権数250,000個を加算した数）」を、「2018年３月31日現

在の総議決権数に本新株予約権の行使により交付されることとなる株式数の上限である25,000,000株に係る

議決権数250,000個を加算した数」で除して算出しております。

３　前記「１　割当予定先の状況　ｅ．株券等の保有方針」に記載のとおり、割当予定先である野村證券株式会

社は、割当を受けた本新株予約権の行使により交付された株式を当社の株価及び株式市場の動向等を勘案し

ながら適時適切に売却する方針であるため、割当予定先である野村證券株式会社は割当後における当社の大

株主とはならないと見込んでおります。

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項なし
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７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項なし

 

８【その他参考になる事項】

　該当事項なし

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項なし
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第二部【公開買付けに関する情報】
　該当事項なし

 

第三部【参照情報】

第１【参照書類】
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第９期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）2017年６月23日関東財務局長に提出

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第10期第１四半期（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）2017年８月10日関東財務局長に提

出

 

３【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第10期第２四半期（自　平成29年７月１日　至　平成29年９月30日）2017年11月10日関東財務局長に提

出

 

４【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第10期第３四半期（自　平成29年10月１日　至　平成29年12月31日）2018年２月９日関東財務局長に提

出

 

５【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2018年５月31日）までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2017年６月28日に関

東財務局長に提出

 

６【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2018年５月31日）までに、金融商品取引法第24条の５第４

項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2018年１月

24日に関東財務局長に提出

 

７【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2018年５月31日）までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2018年５月25日に関東財

務局長に提出

 

第２【参照書類の補完情報】
　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載され

た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書提出日（2018年５月31日）まで

の間において生じた変更その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日

（2018年５月31日）現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しておりま

す。

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社ＪＶＣケンウッド　本店

（神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第四部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項なし

 

第五部【特別情報】
　該当事項なし
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